
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。ご紹介いただきました

小林正でございます。今日は、５月３日、憲法

記念日。第１回は、昭和２２年。今年は、数え

で７７回目の憲法記念日ということになって

おります。そして、わが自主憲法制定国民大会

も、回を重ねて５５回目の今日を迎えておりま

すが、こんなに求めて追い続けていかなければ、

納得できない、心にスッと収まらない状況が続

いている。 

なぜか。昭和２２年、日本は占領下にありま

した。占領下に日本の基本法である憲法が制定

された。占領軍に与えられた憲法だったわけで

す。独立回復は昭和２７年。つまり、５年間占

領下という状況で奇妙な憲法が存在し、以降、

今日に至るまで７７回数えていますが、その間、

なんとなくおかしな、という状況が国民の間で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は消化しきれないまま、今日を迎えている。 

したがって、本当に自分たちが手塩にかけた

かけがえのないものとしての憲法はこれでい

いのか。色々点検すると様々な課題が浮き上が

って来る。この１年間、ぜひ皆さんと一緒に、

憲法のおかしなところは正し、自らの手で変え

ていく。舞台向かって右側の真ん中に、「この国

の 主権放棄だ 第９条！」という川柳があり

ます。言い得て妙ですよね。主権を持った国の

誇りというものが、占領軍に与えられたまま、

一言半句変えられず今もピンピンしている。こ

んなことを認めるわけにはいかない。 

これからの運動として、皆さんと共にやりた

いな、ということは、自分たちの言葉で、自分

たちの思いをつづって、新しいものに変えてい

く。そのためには、国会で憲法審査会がござい 
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ます。 

先ほど来御報告がありましたが、憲法審査会 

が本当の意味で機能するためには、どの案件に

も先駆けて憲法を、という思想がない政党会派

もあるようで、残念ですが、我々としては最短

コースで、議論は尽くされたわけですから、結

論を得る努力をしていただきたい。 

岸田総理も任期中に何とか、とはおっしゃっ

ていますが、何となく言葉が軽い、頼りないと

いう思いがありますが、それはそれとしてやっ

てもらわなければならない。御参集の皆様とと

もに、今年はやり抜くぞということを誓い合い

たい、こう思っております。ありがとうござい

ました。 

（拍手） 
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